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告
　
示

◯
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
二
四
八
〜
二
五
〇
・
都
市
計
画
課
）

◯
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
旨
の
公
告
（
二
五
一
・
都
市
計
画
課
）

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
二
五
二
〜
二
五
四
・
道
路
環
境
課
）

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
二
五
五
・
道
路
環
境
課
）

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
二
五
六
・
山
本
建
設
事
務
所
）

◯
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
（
二
五
七
・
山
本
建
設
事
務
所
）

◯
基
本
測
量
実
施
の
通
知
（
二
五
八
・
建
設
管
理
課
）

◯
基
本
測
量
終
了
の
通
知
（
二
五
九
・
建
設
管
理
課
）

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
鹿
角
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
由
利
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
同
意
（
由
利
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
仙
北
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
雄
勝
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意
（
雄
勝
総
合
農
林
事
務
所
）

公
安
委
員
会
告
示

◯
道
路
交
通
法
に
よ
る
技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
（
二
六
、
二
七
、
二
九
）

◯
道
路
交
通
法
に
よ
る
教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
（
二
八
、
三
〇
）

監
査
委
員
会
公
告

◯
監
査
結
果
の
公
表
（
六
）

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

◯
第
五
種
共
同
漁
業
権
に
係
る
増
殖
量
（
二
、
三
）

秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か
ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か
ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
準
防
火
地
域
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か
ら
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
下
水
道
（
秋
田
市
公
共
下
水
道
）
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

１

告
　
　
　
　
　
　
示
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二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
九
年
建
設
省
告
示
第
百
八
十
四
号
秋
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
二
十
七
号
千
秋
広

面
線
及
び
三
・
四
・
二
十
九
号
秋
田
環
状
線

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号
　
秋
田
建
設
事
務
所
用
地
課

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
四
年
四
月
八
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
四
月
五
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
四
年
四
月
五
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
四
月
五
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
四
年
四
月
五
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
四
月
五
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で

２

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
五
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
郡
阿
仁
町
幸
屋
渡
字
鳥
坂
六
三
番
九
地
先

か
ら
笑
内
字
笑
内
下
モ
六
五
番
一
二
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

百
五
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
桐
木
岱
三
一
三
番
八

地
先
か
ら
字
鶴
田
岱
一
四
九
番
二
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
線
　
名

二
百
八
十
五
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

南
秋
田
郡
五
城
目
町
富
津
内
中
津
又
字
石
動
九
〇

番
地
先
か
ら
字
釜
ノ
沢
二
四
番
一
地
先
ま
で

（一）（二）（一）

（二）（一）（二）（一）（二）
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

期
間
　
平
成
十
四
年
四
月
五
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称

能
代
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

能
代
都
市
計
画
下
水
道
事
業
、
能
代
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
二
十
四
年
四
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

収
用
の
部
分

昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号
、
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
告
示
第
七
百
九
十

号
、
平
成
二
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
及
び
平
成
八
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
十
六
号
の

事
業
地
に
能
代
市
字
下
悪
戸
地
内
の
事
業
地
を
加
え
る
。

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
埋
立
免
許
の
日
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日

二
　
埋
立
免
許
を
受
け
た
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称
　
琴
丘
町

住
所
　
山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
東
二
本
柳
二
十
九
番
三

代
表
者
の
氏
名
　
琴
丘
町
長
　
工
藤
　
正
吉

三
　
埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

埋
立
区
域

位
置
　
山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
北
牛
渕
六
十
番
及
び
六
十
一
番

面
積
　
百
七
十
四
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

位
置
　
埋
立
区
域
に
同
じ

面
積
　
三
百
五
・
六
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
埋
立
地
の
用
途
　
道
路
敷
地
（
町
道
運
動
公
園
線
）

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

秋
田
北
イ
ン
タ
ー
線

秋
田
北
イ
ン
タ
ー
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

三
五
・
〇
〇
〜
六
八
・
〇
〇

三
五
・
〇
〇
〜
五
〇
・
三
三

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
〇
九

〇
・
〇
〇
九

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

秋
田
市
外
旭
川
字
小
谷
地
六
五
番
五
地
先
か
ら
一
一
〇
番
四
地
先
ま
で

〃

（一）（二）（一）

（二）（一）（三）（二）（一）（二）
（１）（２）（１）（２）
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秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
実
施
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
作
業
の
種
類

二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
修
正
測
量

二
　
作
業
を
行
う
地
域

鹿
角
市
、
北
秋
田
郡
比
内
町
及
び
阿
仁
町
、
山
本
郡
八
森
町
及
び
藤
里
町
並
び
に
仙
北
郡
田
沢

湖
町
及
び
西
木
村

三
　
作
業
を
行
う
期
間

平
成
十
四
年
四
月
十
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

平
成
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
号
の
基
本
測
量
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
三
月
二
十
日
終

了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿

角
市
花
輪
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
市
花
輪
字
荒
屋
敷
百
二
十
九
番
地
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
田
　
敏
　
夫

〃
　
　
尾
去
沢
字
下
モ
平
三
十
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
杉
　
正
　
美

〃
　
　
花
輪
字
陳
場
三
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
鳥
谷
　
信
　
一

〃
　
　
〃
　
字
下
花
輪
九
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
　
村
　
義
　
弥

〃
　
　
〃
　
字
下
夕
町
百
十
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
善
　
蔵

〃
　
　
〃
　
字
柴
切
田
五
番
地
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
西
　
一
　
美

鹿
角
市
花
輪
字
大
川
添
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
　
　
寿

〃
　
　
〃
　
字
久
保
田
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
優
　
一

〃
　
　
〃
　
字
囲
田
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
日
出
男

〃
　
　
〃
　
〃
　
　
二
十
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
友
　
衛

〃
　
　
〃
　
字
葉
ノ
木
谷
地
百
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
　
村
　
　
　
操

〃
　
　
〃
　
字
用
野
目
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
征
　
悦

〃
　
　
〃
　
〃
　
　
　
二
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
専
　
一

〃
　
　
〃
　
字
狐
平
三
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
井
　
幸
　
徳

〃
　
　
〃
　
〃
　
　
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
井
　
万
寿
男

〃
　
　
〃
　
字
高
屋
五
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
　
木
　
千
代
美

〃
　
　
〃
　
〃
　
　
六
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
　
木
　
孝
　
行

〃
　
　
〃
　
字
流
田
十
三
番
地
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
栄
太
郎

〃
　
　
〃
　
字
下
川
原
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
文
　
夫

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
市
花
輪
字
荒
屋
敷
百
二
十
九
番
地
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
田
　
敏
　
夫

〃
　
　
尾
去
沢
字
下
モ
平
三
十
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
杉
　
正
　
美

〃
　
　
花
輪
字
陳
場
三
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
鳥
谷
　
信
　
一

〃
　
　
〃
　
字
下
花
輪
九
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
　
村
　
義
　
弥

〃
　
　
〃
　
字
下
夕
町
百
十
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
善
　
蔵

〃
　
　
〃
　
字
柴
切
田
五
番
地
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
西
　
一
　
美

〃
　
　
〃
　
字
久
保
田
六
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
栄
　
一

〃
　
　
〃
　
字
大
川
添
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
　
　
寿

〃
　
　
〃
　
字
囲
田
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
日
出
男

〃
　
　
〃
　
〃
　
　
二
十
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
友
　
衛

〃
　
　
〃
　
字
合
野
百
九
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杉
　
江
　
義
　
富

〃
　
　
〃
　
字
葉
ノ
木
谷
地
百
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
　
村
　
　
　
操

〃
　
　
〃
　
字
用
野
目
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
征
　
悦

〃
　
　
〃
　
〃
　
　
　
二
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
専
　
一

〃
　
　
〃
　
字
狐
平
三
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
井
　
幸
　
徳

〃
　
　
〃
　
〃
　
　
五
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
井
　
万
寿
男

〃
　
　
〃
　
字
高
屋
十
六
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兎
　
沢
　
重
　
信

〃
　
　
〃
　
〃
　
　
四
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
　
場
　
義
　
則

〃
　
　
〃
　
字
下
川
原
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
文
　
夫

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
市
花
輪
字
沢
小
路
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泉
　
沢
　
和
　
豊

４

公
　
　
　
　
　
　
告
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鹿
角
市
花
輪
字
用
野
目
太
田
八
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
信
　
義

〃
　
　
〃
　
字
囲
田
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
　
場
　
春
　
美

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
市
花
輪
字
沢
小
路
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泉
　
沢
　
和
　
豊

〃
　
　
〃
　
字
用
野
目
太
田
八
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
信
　
義

〃
　
　
〃
　
字
囲
田
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
　
場
　
春
　
美

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
金
浦

町
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日
認
可
し
た

の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
城
町
か
ら
協
議
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
道
川
地

区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
三
月
二
十
二
日
同
意
し
た

の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋

田
県
仙
北
平
野
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
太
田
町
国
見
字
五
本
塚
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
　
澤
　
智
　
志

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
稲
川

土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
稲
川
町
か
ら
協
議
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
寺
ケ
沢

地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
）
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
三
月
二
十
八
日

同
意
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

５

公

安

委

員

会

告

示

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
2
6
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
3
5
年
法
律
第
1
0
5
号
）
第
9
9
条
の
２
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６

年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。平
成
1
4
年
４
月
５
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
藤
　
井
　
　
　
明
　

１
　
技
能
検
定
員
審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
二
種
）

２
　
技
能
検
定
員
審
査
の
期
日
及
び
場
所

期
日

平
成
1
4
年
５
月
７
日
（
火
）
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

場
所

秋
田
市
新
屋
南
浜
町
1
2
番
１
号
　
秋
田
県
警
察
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

３
　
技
能
検
定
員
審
査
の
申
請
手
続

申
請
手
続

ア
　
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
に
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3
.0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
の
長
さ
2
.4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
ち
ょ
う
付
し
、
秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車
第

二
種
免
許
に
係
る
免
許
証
及
び
技
能
検
定
員
資
格
者
証
（
普
通
）
を
提
示
す
る
こ
と
。

イ
　
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
規
則
第
1
7
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
申
請
書
に
、
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す

る
こ
と
。

申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
2
9
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規

（
１
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）



平成14年 4月 5日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1357号

６

定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
1
4
年
４
月
８
日
（
月
）
か
ら
同
月
1
2
日
（
金
）
ま
で
の
午

前
８
時
3
0
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

４
　
審
査
手
数
料

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
二
種
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
2
2
,0
5
0
円
（
そ

の
者
が
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
2
2
,0
5
0
円
か
ら
同
表
右
欄
の
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
二
種
）
に
係
る
額
に

掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

納
付
方
法

審
査
申
請
書
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

５
　
審
査
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
教
習
所
係
（
電
話
0
1
8
-8
2
3
-7
7
4
0
）

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
2
7
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
35年
法
律
第
1
0
5
号
）
第
9
9
条
の
２
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

平
成
1
4
年
４
月
５
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
藤
　
井
　
　
　
明
　

１
　
技
能
検
定
員
審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
）

２
　
技
能
検
定
員
審
査
の
期
日
及
び
場
所

期
日

平
成
1
4
年
５
月
1
3
日
（
月
）
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

場
所

秋
田
市
新
屋
南
浜
町
1
2
番
１
号
　
秋
田
県
警
察
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

３
　
技
能
検
定
員
審
査
の
申
請
手
続

申
請
手
続

ア
　
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
に
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3
.0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
の
長
さ
2
.4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
ち
ょ
う
付
し
、
秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
免
許
証
及
び

技
能
検
定
員
資
格
者
証
（
大
型
）
を
提
示
す
る
こ
と
。

イ
　
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
規
則
第
1
7
条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
項

第
１
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
申
請
書
に
、
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
2
9
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規

定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
1
4
年
５
月
８
日
（
水
）
か
ら
同
月
1
0
日
（
金
）
ま
で
の
午

前
８
時
3
0
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

４
　
審
査
手
数
料

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
2
2
,0
5
0
円
（
そ

の
者
が
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
2
2
,0
5
0
円
か
ら
同
表
右
欄
の
技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
）
に
係
る
額
に

掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

審
　
　
　
　
　
査
　
　
　
　
　
細
　
　
　
　
　
目

技
能
検
定
員
審
査

（
普
通
二
種
）
に

係
る
額

１
　
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

２
　
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

３
　
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
に
係
る
法
令

そ
の
他
の
知
識

４
　
技
能
検
定
の
実
施
及
び
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関

す
る
知
識

4
,7
5
0
円

8
,2
5
0
円

2
,8
5
0
円

3
,3
0
0
円

備
考
　
審
査
細
目
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除
さ
れ
る
と

き
は
、
1
5
,1
5
0
円
を
減
ず
る
。

審
　
　
　
　
　
査
　
　
　
　
　
細
　
　
　
　
　
目

技
能
検
定
員
審
査

（
大
型
二
種
）
に

係
る
額

１
　
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

２
　
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

３
　
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
に
係
る
法
令

そ
の
他
の
知
識

４
　
技
能
検
定
の
実
施
及
び
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関

す
る
知
識

4
,7
5
0
円

8
,2
5
0
円

2
,8
5
0
円

3
,3
0
0
円

審
　
　
　
　
　
査
　
　
　
　
　
細
　
　
　
　
　
目

技
能
検
定
員
審
査

（
大
型
二
種
）
に

係
る
額

１
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

4
,7
5
0
円

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）
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納
付
方
法

審
査
申
請
書
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

５
　
審
査
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
教
習
所
係
（
電
話
0
1
8
-8
2
3
-7
7
4
0
）

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
2
8
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
3
5
年
法
律
第
1
0
5
号
）
第
9
9
条
の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
教
習
指
導
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６

年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
1
0
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
1
4
年
４
月
５
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
藤
　
井
　
　
　
明
　

１
　
教
習
指
導
員
審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
二
種
）

２
　
技
能
検
定
員
審
査
の
期
日
及
び
場
所

期
日

平
成
1
4
年
５
月
1
3
日
（
月
）
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

場
所

秋
田
市
新
屋
南
浜
町
1
2
番
１
号
　
秋
田
県
警
察
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

３
　
技
能
検
定
員
審
査
の
申
請
手
続

申
請
手
続

ア
　
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
に
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3
.0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
2
.4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
ち
ょ
う
付
し
、
教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
免
許
証
及
び
教
習
指

導
員
資
格
者
証
（
大
型
）
を
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
二
種
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

備
考
　
審
査
細
目
の
１
、
２
、
３
及
び
４
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除

さ
れ
る
と
き
は
、
2
1
,3
0
0
円
を
減
ず
る
。

技
能
検
定
員

要
自
動
車
運
転
技
能

２
　
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

３
　
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
に
係
る
法
令

そ
の
他
の
知
識

４
　
技
能
検
定
の
実
施
及
び
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関

す
る
知
識

8
,2
5
0
円

2
,8
5
0
円

3
,3
0
0
円

備
考
　
審
査
細
目
の
１
、
２
、
３
及
び
４
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除

さ
れ
る
と
き
は
、
2
1
,3
0
0
円
を
減
ず
る
。

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

あ
っ
て
は
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
免
許
証
及
び
教

習
指
導
員
資
格
者
証
（
普
通
）
を
提
示
す
る
こ
と
。

イ
　
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
規
則
第
1
7
条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
５
項
第

１
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
2
9
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定

す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
1
4
年
５
月
８
日
（
水
）
か
ら
同
月
1
0
日
（
金
）
ま
で
の
午
前

８
時
3
0
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

４
　
審
査
手
数
料

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
二

種
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
1
2
,5
5
0
円
（
そ
の
者
が
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
1
2
,5
5
0
円
か
ら
同

表
右
欄
の
教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
、
普
通
二
種
）
に
係
る
額
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

と
す
る
。

納
付
方
法

審
査
申
請
書
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

５
　
審
査
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
教
習
所
係
（
電
話
0
1
8
-8
2
3
-7
7
4
0
）

審
　
　
　
　
　
査
　
　
　
　
　
細
　
　
　
　
　
目

教
習
指
導
員
審
査

（
大
型
二
種
、
普
通

二
種
）
に
係
る
額

１
　
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

２
　
技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

３
　
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
に
係
る
法
令

そ
の
他
の
知
識

4
,9
0
0
円

2
,0
5
0
円

2
,8
5
0
円

備
考
　
１
　
審
査
細
目
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除
さ
れ

る
と
き
は
、
8
,9
5
0
円
を
減
ず
る
。

２
　
審
査
細
目
の
１
、
２
及
び
３
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除

さ
れ
る
と
き
は
、
1
1
,8
0
0
円
を
減
ず
る
。

（
２
）

（
１
）

（
２
）
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秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
2
9
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
3
5
年
法
律
第
1
0
5
号
）
第
9
9
条
の
２
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成

６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
1
4
年
４
月
５
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
藤
　
井
　
　
　
明
　

１
　
技
能
検
定
員
審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
）

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）

技
能
検
定
員
審
査
（
大
特
）

技
能
検
定
員
審
査
（
大
自
二
）

技
能
検
定
員
審
査
（
普
自
二
）

技
能
検
定
員
審
査
（
け
ん
引
）

２
　
技
能
検
定
員
審
査
開
始
の
期
日
及
び
場
所

期
日

平
成
1
4
年
５
月
８
日
（
水
）
午
前
1
0
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

場
所

秋
田
市
新
屋
南
浜
町
1
2
番
１
号
　
秋
田
県
警
察
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

３
　
技
能
検
定
員
審
査
の
申
請
手
続

申
請
手
続

ア
　
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
に
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3
.0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
の
長
さ
2
.4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
ち
ょ
う
付
し
、
秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査
に

用
い
ら
れ
る
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）
に

係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

イ
　
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
規
則
第
1
7
条
第
１
項
第
１
号
、
第
２
号
又

は
第
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
2
9
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規

定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
1
4
年
４
月
８
日
（
月
）
か
ら
同
月
1
2
日
（
金
）
ま
で
の
午

前
８
時
3
0
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

申
請
書
の
提
出
場
所

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

秋
田
市
新
屋
南
浜
町
1
2
番
１
号
　
秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
教
習
所
係

４
　
審
査
手
数
料

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
2
0
,5
0
0
円
（
そ
の
者

が
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

そ
れ
ぞ
れ
2
0
,5
0
0
円
か
ら
同
表
中
欄
の
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
に
係
る
額
に
掲
げ
る
額

を
減
じ
た
額
）
と
し
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
1
4
,7
5
0
円
（
そ
の
者
が
次
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い

て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
1
4
,7
5
0
円
か
ら
同
表
右
欄
の
技
能

検
定
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
技
能
検
査
員
審
査
に
係
る
額
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

と
す
る
。

（
１
）

審
　
　
　
査
　
　
　
細
　
　
　
目

技
能
検
定
員
審
査

（
普
通
）
に
係
る

額

技
能
検
定
員
審
査

（
普
通
）
以
外
の

種
類
の
技
能
検
定

員
審
査
に
係
る
額

１
　
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転

技
能

２
　
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
力
及
び

採
点
方
法

３
　
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

４
　
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の

知
識

５
　
技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

６
　
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る

知
識

3
,9
5
0
円

6
,7
5
0
円

1
,9
0
0
円

1
,9
0
0
円

1
,9
5
0
円

2
,0
0
0
円

1
,4
5
0
円

2
,4
5
0
円

2
,2
0
0
円

2
,2
0
0
円

2
,1
0
0
円

2
,0
5
0
円

備
考
　
１
　
審
査
細
目
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除
さ
れ

る
と
き
は
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は

1
1
,6
5
0
円
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
5
,0
5
0
円
を
減
ず
る
。

２
　
審
査
細
目
の
３
及
び
４
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除
さ
れ

る
と
き
は
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は

4
,1
0
0
円
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
4
,7
5
0
円
を
減
ず
る
。

３
審
査
細
目
の
１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除
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９

納
付
方
法

審
査
申
請
書
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

５
　
審
査
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
教
習
所
係
（
電
話
0
1
8
-8
2
3
-7
7
4
0
）

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
3
0
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
3
5
年
法
律
第
1
0
5
号
）
第
9
9
条
の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
教
習
指
導
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６

年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
1
0
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
1
4
年
４
月
５
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
藤
　
井
　
　
　
明
　

１
　
教
習
指
導
員
審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
）

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）

教
習
指
導
員
審
査
（
大
特
）

教
習
指
導
員
審
査
（
大
自
二
）

教
習
指
導
員
審
査
（
普
自
二
）

教
習
指
導
員
審
査
（
け
ん
引
）

２
　
教
習
指
導
員
審
査
開
始
の
期
日
及
び
場
所

期
日

平
成
1
4
年
５
月
８
日
（
水
）
午
前
1
0
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

場
所

秋
田
市
新
屋
南
浜
町
1
2
番
１
号
　
秋
田
県
警
察
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

３
　
教
習
指
導
員
審
査
の
申
請
手
続

申
請
手
続

２
　
審
査
細
目
の
３
及
び
４
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除
さ
れ

る
と
き
は
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は

4
,1
0
0
円
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
4
,7
5
0
円
を
減
ず
る
。

３
　
審
査
細
目
の
１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除

さ
れ
る
と
き
は
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て

は
1
9
,7
0
0
円
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
1
3
,9
5
0
円
を
減
ず
る
。

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

ア
　
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
に
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3
.0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
の
長
さ
2
.4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
ち
ょ
う
付
し
、
秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習
指
導
員
審
査
に

用
い
ら
れ
る
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）
に

係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

イ
　
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
規
則
第
1
7
条
第
１
項
第
１
号
、
第
２
号
又

は
第
４
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
2
9
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規

定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
1
4
年
４
月
８
日
（
月
）
か
ら
同
月
1
2
日
（
金
）
ま
で
の
午

前
８
時
3
0
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

申
請
書
の
提
出
場
所

秋
田
市
新
屋
南
浜
町
1
2
番
１
号
　
秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
教
習
所
係

４
　
審
査
手
数
料

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
1
2
,1
5
0
円
（
そ
の
者

が
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

そ
れ
ぞ
れ
1
2
,1
5
0
円
か
ら
同
表
中
欄
の
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
に
係
る
額
に
掲
げ
る
額

を
減
じ
た
額
）
と
し
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
9
,8
5
0
円
（
そ
の
者
が
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ

い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
9
,8
5
0
円
か
ら
同
表
右
欄
の
教
習

指
導
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
教
習
指
導
員
審
査
に
係
る
額
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）

と
す
る
。審
　
　
　
査
　
　
　
細
　
　
　
目

教
習
指
導
員
審
査

（
普
通
）
に
係
る

額

教
習
指
導
員
審
査

（
普
通
）
以
外
の

種
類
の
教
習
指
導

員
審
査
に
係
る
額

１
　
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転

技
能

２
　
技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

３
　
学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

4
,1
0
0
円

1
,3
5
0
円

1
,2
5
0
円

1
,4
5
0
円

1
,3
5
0
円

1
,2
5
0
円

（
２
）

（
３
）

（
１
）

３
　
審
査
細
目
の
１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除

さ
れ
る
と
き
は
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て

は
1
9
,7
0
0
円
、
技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
技
能
検
定
員
審
査

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
1
3
,9
5
0
円
を
減
ず
る
。
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１０

納
付
方
法

審
査
申
請
書
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

５
　
審
査
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
教
習
所
係
（
電
話
0
1
8
-8
2
3
-7
7
4
0
）

監
査
結
果
公
告
第
６
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
を
執
行
し
、

そ
の
結
果
を
秋
田
県
知
事
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
と
お
り
当
該
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た

措
置
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
12項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
1
4
年
４
月
５
日

２
　
技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

３
　
学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

４
　
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ
の
他
自

動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

５
　
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の

知
識

６
　
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に
つ
い
て

の
知
識

1
,3
5
0
円

1
,2
5
0
円

1
,2
5
0
円

1
,2
5
0
円

1
,2
0
0
円

1
,3
5
0
円

1
,2
5
0
円

1
,3
0
0
円

1
,3
0
0
円

1
,2
0
0
円

備
考
　
１
　
審
査
細
目
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除
さ
れ

る
と
き
は
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は

6
,3
5
0
円
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
教
習
指
導
員
審
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
4
,0
0
0
円
を
減
ず
る
。

２
　
審
査
細
目
の
４
及
び
５
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除
さ
れ

る
と
き
は
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は

2
,6
0
0
円
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
教
習
指
導
員
審
査
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
2
,6
5
0
円
を
減
ず
る
。

３
　
審
査
細
目
の
１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
併
せ
て
免
除

さ
れ
る
と
き
は
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て

は
1
1
,4
0
0
円
、
教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）
以
外
の
種
類
の
教
習
指
導
員
審
査

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
9
,1
0
0
円
を
減
ず
る
。

監

査

委

員

公

告

（
２
）

秋
田
県
監
査
委
員
　
辻
　
　
　
久
　
男
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
田
嶋
　
伝
　
一
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
天
　
野
　
　
　
進
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫
　

1
3
財
　
　
　
1
8
0
3

平
成
1
4
年
３
月
2
8
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
様

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成
1
4
年
２
月
1
9
日
付
け
監
委
―
7
5
5
で
通
知
の
あ
り
ま
し
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の

と
お
り
提
出
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

前
年
度
監
査
に
お
い
て
指
導
し
た
有
形
固
定
資
産
の
初
年
度
減
価
償
却
額
の
算
定
誤
り

に
つ
い
て
、
改
善
さ
れ
て
い
な
い
の
で
速
や
か
に
是
正
す
る
こ
と
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

初
年
度
減
価
償
却
額
の
算
定
誤
り
に
つ
い
て
は
、
平
成
14年
３
月
2
6
日
開
催
の
理
事

会
に
諮
っ
て
お
り
、
1
3
年
度
決
算
に
お
い
て
是
正
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
適
正
な
事
務
処
理
を
す
る
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

管
理
事
業
に
係
る
未
収
金
の
収
納
整
理
に
特
段
の
努
力
を
要
す
る
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

文
書
、
自
宅
訪
問
等
に
よ
る
本
人
へ
の
督
促
及
び
連
帯
保
証
人
へ
の
文
書
督
促
な
ど
で
、

回
収
に
努
め
た
結
果
、
未
収
額
は
圧
縮
さ
れ
ま
し
た
が
、
引
き
続
き
督
促
を
強
化
し
て
回

収
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
て
お
り
ま
す
。

（
平
成
1
4
年
２
末
月
未
収
金
残
高
3
,0
1
1
,0
6
6
円
）

監
査
箇
所
名

監
査
年
月
日

秋
田
県
土
地
開
発
公
社

平
成
1
4
年
２
月
５
日

所
管
課
名
建
設
管
理
課

監
査
箇
所
名

監
査
年
月
日

財
団
法
人
あ
き
た
産
業
振
興
機
構

平
成
1
4
年
２
月
５
日

所
管
課
名
商
工
業
振
興
課

監
査
箇
所
名

監
査
年
月
日

秋
田
県
住
宅
供
給
公
社

平
成
1
4
年
２
月
５
日

所
管
課
名
建
築
住
宅
課
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（
指
摘
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
特
段
の
努
力
を
要
す
る
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

財
団
法
人
あ
き
た
産
業
振
興
機
構
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
3
年
度
に
未
収
債
権
の
管
理
・
処

理
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
専
務
理
事
、
事
務
局
長
、
各
参
事
を
メ
ン
バ
ー
と
し
た
償
却

処
理
方
針
を
決
定
す
る
た
め
の
「
未
収
債
権
処
理
方
針
協
議
」
を
行
っ
た
ほ
か
、
事
務
局

長
、
各
参
事
、
班
長
を
メ
ン
バ
ー
と
し
た
未
収
債
権
の
進
行
管
理
を
行
う
た
め
の
「
未
収

債
権
実
態
協
議
」
を
実
施
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、「
未
収
債
権
実
態
調
査
チ
ー
ム
」
を
編
成
し
、
未
収
企
業
の
実
態
調
査
や
具
体

的
な
回
収
計
画
等
を
作
成
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
不
定
期
に
回
収
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
、
定
期
的
な
回
収

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ
か
、
連
帯
保
証
人
か
ら
定
期
的
な
回
収
を
行
う
な
ど
に
よ

り
、
平
成
1
4
年
２
月
末
現
在
の
未
収
額
は
2
4
7
,6
2
8
千
円
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度
末

の
2
7
3
,0
2
8
千
円
と
比
較
し
、
2
5
,4
0
0
千
円
減
少
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
現
在
の
債
権
管
理
体
制
に
よ
り
未
収
金
の
収
納
整
理
に
努
め
る
よ
う
指
導

し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
特
段
の
努
力
を
要
す
る
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

未
収
金
の
回
収
整
理
に
つ
い
て
は
、
未
収
金
の
発
生
状
況
を
把
握
し
、
適
宜
督
促
を
行

う
な
ど
未
収
金
の
整
理
縮
小
に
努
め
る
よ
う
指
導
し
て
お
り
ま
す
。

（
平
成
1
4
年
２
月
末
未
収
金
残
高
　
7
9
6
,4
2
5
円
）

（
指
摘
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
特
段
の
努
力
を
要
す
る
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

公
社
に
対
し
、
早
期
収
納
を
指
導
し
た
結
果
、
未
収
額
を
1
7
6
,1
9
2
,5
2
9
円
（
平
成

監
査
箇
所
名

監
査
年
月
日

財
団
法
人
秋
田
県
分
析
化
学
セ
ン
タ
ー

平
成
1
4
年
２
月
６
日

所
管
課
名
環
境
政
策
課

監
査
箇
所
名

監
査
年
月
日

財
団
法
人
秋
田
県
農
業
公
社

平
成
1
4
年
２
月
７
日

所
管
課
名
農
業
政
策
課

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

内
水
面
に
お
け
る
増
殖
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
平
成
十
四
年
度
の
第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種

に
係
る
増
殖
量
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長
　
伊
　
藤
　
　
　
彊
　

1
4
年
２
月
2
8
日
現
在
）
ま
で
圧
縮
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
と
も
、
未
納
者
に
対
す
る
督
促
や
分
割
納
入
の
協
議
な
ど
の
ほ
か
、
必
要
な
場
合

は
弁
護
士
に
依
頼
す
る
な
ど
、
債
権
の
保
全
及
び
回
収
に
万
全
を
期
す
よ
う
、
公
社
を
強

力
に
指
導
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
事
業
運
営
費
補
助
金
等
の
精
算
額
に
お
い
て
、
補
助
対
象

経
費
と
補
助
対
象
外
経
費
と
の
仕
訳
上
に
誤
り
が
見
ら
れ
た
の
で
、
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
と
と
も
に
今
後
は
適
正
な
執
行
を
す
る
こ
と
。

（
所
管
課
措
置
事
項
）

精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
事
業
運
営
費
補
助
金
等
の
精
算
額
に
つ
い
て
は
、
補
助
対

象
経
費
と
補
助
対
象
外
経
費
と
の
仕
訳
に
つ
い
て
、
当
該
法
人
の
認
識
に
誤
り
が
あ
っ
た

た
め
、
適
正
な
処
理
を
行
う
よ
う
指
導
し
、
実
績
報
告
書
を
再
提
出
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

実
績
報
告
書
等
関
係
書
類
を
精
査
し
た
結
果
、
補
助
対
象
経
費
と
補
助
対
象
外
経
費
の

仕
訳
が
是
正
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
除
雪
作
業
や
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
の
施
設
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
運
転
手
の
人
件
費
を
対
象
経
費
と
し
ま
し

た
。
こ
の
結
果
、
対
象
経
費
が
補
助
基
準
額
を
上
回
っ
て
い
る
た
め
、
補
助
額
に
影
響
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
後
は
、
事
務
処
理
を
適
正
に
遂
行
す
る
よ
う
指
導
を
徹
底
す
る
ほ
か
、
帳
簿
類
等
関

係
書
類
の
確
認
を
厳
正
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

監
査
箇
所
名

監
査
年
月
日

医
療
法
人
仁
恵
会

平
成
1
4
年
２
月
７
日

所
管
課
名
障
害
福
祉
課

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
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雄勝漁業協同組合

皆瀬川筋漁業協同組合

成瀬川漁業協同組合

雄物川上流漁業協同組合

県南漁業協同組合

旭東漁業協同組合

仙北漁業協同組合

仙北中央漁業協同組合

北仙漁業協同組合

仙北西部漁業協同組合

岩見川漁業協同組合

鹿角市河川漁業協同組合

比内町漁業協同組合

小坂町漁業協同組合

大館市漁業協同組合

田代町漁業協同組合

鷹巣町漁業協同組合

阿仁川漁業協同組合

萩形ダム漁業協同組合

粕毛漁業協同組合

能代市常盤川漁業協同組合

子吉川水系漁業協同組合

矢島町漁業協同組合

八森町真瀬川漁業協同組合

馬場目川漁業協同組合

田沢湖町漁業協同組合

合

内共　　１号

内共　２.３号

内共　　４号

内共　　５号

内共　　６号

内共　　７号

内共　　８号

内共　　９号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

内共　　　号

計

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０.２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

250

150

65

110

120

230

35

400

35

300

30

20

40

140

60

200

40

110

40

120

130

65

35

50

2,775

140

10

90

30

5

20

25

40

85

40

100

50

55

15

20

40

20

100

80

60

10

40

5

20

25

35

1,160

145

100

600

1,500

500

2,280

1,200

300

2,135

400

120

200

200

100

240

580

320

2,000

320

100

60

13,400

65

600

120

600

160

320

120

120

400

80

240

20

10

20

2,875

100

100

100

100

100

300

100

100

100

100

650

100

450

2,400

100

100

2

2

2

3

3

3

6

2

2

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

2

2

2

3

2

70

あ ゆ

千尾

い わ な
や ま め
千尾

こ い
ふ な
ｋｇ

にじます

ｋｇ

や つ め
う な ぎ

尾

さくらます

千尾

産 卵 場

造成箇所

魚　　　　　　　　　　　　　　　　　　種

免 許 番 号漁 業 協 同 組 合
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秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

内
水
面
（
十
和
田
湖
）
に
お
け
る
増
殖
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
平
成
十
四
年
度
の
第
五
種
共

同
漁
業
権
に
係
る
増
殖
量
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
五
日

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長
　
伊
　
藤
　
　
　
彊
　

免
許
番
号

農
内
共
第
一
号

漁
業
協
同
組
合
名

十
和
田
湖
増
殖
漁
業
協
同
組
合

魚
　
　
　
種

ひ
め
ま
す

こ
い

ふ
な

え
び

さ
く
ら
ま
す

増
　
殖
　
量

二
十
五
万
尾

五
万
尾

五
万
尾

十
六
箇
所

一
万
尾
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秋
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秋
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十
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号
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話
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